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Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 
   附 則（令和５年 11月 17日経企第 2911号） 
 （実施期日） 
１ この附則は、令和５年 12月 1日から実施します。 
 （経過措置） 
２ この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりと
します。 

 （その他） 
３ 経企第 848号（平成 17年 10月 25日）の附則第３項第２号のアの(ア)の②のＡのａのⅠの表を次のように改めます。 
 

料 金 種 別 

料  金  額 

30秒までごとに次の税抜額（かっこ内は税込額） 

標準タイム お得タイム 

ＦＯＭＡ通信料 ＦＯＭＡプラン３９ 15.5円(17.05円) 10.5円(11.55円) 

ＦＯＭＡプラン４９ 14円(15.4円) 10円(11円) 

ＦＯＭＡプラン６７ 13円(14.3円) 9円(9.9円) 

ＦＯＭＡプラン１００ 12円(13.2円) 8.5円(9.35円) 

ＦＯＭＡプラン１５０ 11円(12.1円) 7.5円(8.25円) 

リミットプラス 20円(22円) 20円(22円) 
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X i サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 
    第１章～第 12章 （略） 
 
    第 13章 雑則 
 
第 65条～第 72条 （略） 
 
 （国際アウトローミングの利用等） 
第 73 条 Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能等）に規定する国際ローミング機能（ドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装
置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのＸｉの契約者回線に着信（通話モード又はショート
メッセージ通信モードによるものに限ります。）があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送す
る機能をいいます。以下同じとします。）の提供を受けているときは、国際アウトローミング（当社が別に定める外国の電気通信事
業者が、ドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいま
す。以下同じとします。）を利用することができます。 

２～５ （略） 
（注）（略） 
 
第 74条～第 80条の２ （略） 
 
    第 14章 （略） 
 
 
料金表 （略） 
 
 
別表１～別表７ （略） 
 
 
附 則（令和５年 11月 17日経企第 2911号） 

この改正規定は、令和５年 12月１日から実施します。 
  
 

 
    第１章～第 12章 （略） 
 
    第 13章 雑則 
 
第 65条～第 72条 （略） 
 
 （国際アウトローミングの利用等） 
第 73 条 Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能等）に規定する国際ローミング機能（ドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装
置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのＸｉの契約者回線に着信（通話モード、64kb/s デ
ジタル通信モード又はショートメッセージ通信モードによるものに限ります。）があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに
係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。以下同じとします。）の提供を受けているときは、国際アウトローミング（当社が別
に定める外国の電気通信事業者が、ドコモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する
電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

２～５ （略） 
（注）（略） 
 
第 74条～第 80条の２ （略） 
 
    第 14章 （略） 
 
 
料金表 （略） 
 
 
別表１～別表７ （略） 
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国 際 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

  
    第１章～第８章 （略） 
 
料金表 
通則 
１～19 （略） 
（注１）～（注２）（略） 
 
 
第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 
  第１ 通話料 
   １ 適用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ２ 料金額 
    ２－１ ２－２以外のもの 
      
  表（略）   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通  話  料  の  適  用 

(1) 通話の種類等 国際電話サービスは、通話モード（主としておおむね３kHz の帯域の音声その
他の音響の伝送を行うためのものをいいます。）により利用していただきます。 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2)～(8)（略） （略） 

 
    第１章～第８章 （略） 
 
料金表 
通則 
１～19 （略） 
（注１）～（注２）（略） 
 
 
第１表 料金（その他のサービスの料金を除きます。） 
  第１ 通話料 
   １ 適用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ２ 料金額 
    ２－１ ２－２以外のもの 
     ２－１－１ 通話モードに係るもの 
  表（略）   
 
     ２－１－２ デジタル通信モードに係るもの 

通  話  料  の  適  用 

(1) 通話の種類等 ア 通話には、次の種類があります。 

種   類 内     容 

通話モード 主としておおむね３kHz の帯域の音声その他
の音響の伝送を行うためのもの 

デジタル通信モード 符号、音声その他の音響又は影像の伝送を
行うためのものであって、通話モード以外のもの 

イ デジタル通信モードによる通話は、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又は卸
携帯電話サービスの契約者回線からの通話及び国際ローミング機能に係る
通話に限り行うことができます。 

(2)～(8)（略） （略） 

料 金 種 別 
料    金    額 

30秒までごとに次の料金額 

国際通話料 通話先区分  

アメリカ 271円 

アジア１ 124円 

アジア２ 152円 
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    ２－２ 国際ローミング機能に係るもの 
      
  表（略）   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２表 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ２－２ 国際ローミング機能に係るもの 
     ２－２－１ 通話モードに係るもの 
  表（略）   
 
     ２－２－２ デジタル通信モードに係るもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２表 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アジア３ 265円 

オセアニア 152円 

ヨーロッパ 203円 

アフリカ 316円 

料 金 種 別 
料    金    額 

１分までごとに次の料金額 

国際通話料 通話先区分  

アメリカ 440円 

アジア１ 200円 

アジア２ 250円 

アジア３ 430円 

オセアニア 250円 

ヨーロッパ 330円 

アフリカ 510円 
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別表 取扱地域 
   
表 （略） 
（注）（略） 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     附 則（令和５年 11月 17日経企第 2911号） 
 （実施期日） 
１ この改正規定は、令和５年 12月１日から実施します。 
 （経過措置） 
２ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった国際電話サービスの料金その他の債務に
ついては、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 
３ 経企第 1605号（令和元年 9月 24日）の附則第３項の（注）中、「国際ローミング機能に係る通話及びデジタル通信モー
ドによる通話（3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通話として取り扱うものを除きます。）」を「国際
ローミング機能に係る通話」に改めます。 

 
 

 
別表 取扱地域 
  １ 通話モードに係るもの 
表 （略） 
（注）（略） 
 
  ２ デジタル通信モードに係るもの  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）取扱地域に△印が付されているものについては取扱開始予定であり、それぞれ取扱いが開始されたときにはインターネット等を
利用してそのことを掲示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通 話 先 区 分 取  扱  地  域 

南・北アメリカ地方 アメリカ ブラジル 

アジア地方 アジア１ 台湾、大韓民国、中国、香港、マカオ 

アジア２ インドネシア共和国、シンガポール共和国、フィリピン共和国 

アジア３ アラブ首長国連邦、イスラエル国、カタール国、スリランカ 

オセアニア地方 オセアニア オーストラリア連邦、ニュージーランド 

ヨーロッパ地方 ヨーロッパ アゾレス諸島、英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王
国）、エストニア共和国、イタリア共和国、オーストリア共和国、オラン
ダ王国、カナリア諸島、キプロス共和国、クロアチア共和国、スイス連
邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和
国、デンマーク王国、トルコ共和国、バチカン市国、ハンガリー、フラン
ス共和国、フィンランド共和国、ブルガリア共和国、ベルギー王国、ポ
ーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、ルーマニア、ルクセ
ンブルク大公国 

アフリカ地方 アフリカ エジプト・アラブ共和国、南アフリカ共和国、モーリシャス共和国、モロッ
コ王国 
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 I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 行 ] 
 
第１章 総則 

  
 第１条～第２条 （略） 
 
  （用語の定義） 
 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

種 別 事 業 者 名  

１～４ （略） (略) 

５ 特定ＣＡＴＶ事業者 株式会社ケーブルネット鈴鹿、株式会社シー・ティー・ワイ、近鉄ケーブルネットワー
ク株式会社、株式会社エヌ・シィ・ティ、株式会社ニューメディア、株式会社テレビ
小松、多摩ケーブルネットワーク株式会社、ＫＢＮ株式会社、株式会社秋田ケ
ーブルテレビ、伊賀上野ケーブルテレビ株式会社、上越ケーブルビジョン株式会
社、射水ケーブルネットワーク株式会社、株式会社アドバンスコープ、株式会社テ
レビ岸和田、株式会社ケーブルテレビ富山、株式会社ケーブルメディアワイワイ、株
式会社ベイ・コミュニケーションズ、株式会社キャッチネットワーク、株式会社
TOKAI ケーブルネットワーク、株式会社ＫＣＮ京都、株式会社上田ケーブルビ
ジョン又は鹿沼ケーブルテレビ株式会社、株式会社エコーシティー・駒ヶ岳、
CCNet株式会社、ひまわりネットワーク株式会社、シーシーエヌ株式会社、株式
会社長崎ケーブルメディア、出雲ケーブルビジョン株式会社、知多メディアスネットワ
ーク株式会社、株式会社 Goolight、株式会社新川インフォメーションセンター、
株式会社ケーブルテレビ可児、スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社、グリ
ーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社広域高速ネット二九六、エルシーブ
イ株式会社又は知多半島ケーブルネットワーク株式会社、株式会社大垣ケーブ
ルテレビ、となみ衛星通信テレビ株式会社、高岡ケーブルネットワーク株式会社、K
ビジョン株式会社 

６～31 (略) (略) 

 
第２章 (略) 
 
第３章 ＩＰ通信網契約 
 

      第１節 契約の種別 
 
 （契約の種別） 

 第７条 ＩＰ通信網契約には、次の種別があります。 
 (1)～(3) (略) 

 ２ (略) 

 
第１章 総則 

 
 第１条～第２条 （略） 
 
  （用語の定義） 
 第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

種 別 事 業 者 名  

１～４ （略） (略) 

５ 特定ＣＡＴＶ事業者 株式会社ケーブルネット鈴鹿、株式会社シー・ティー・ワイ、近鉄ケーブルネットワー
ク株式会社、株式会社エヌ・シィ・ティ、株式会社ニューメディア、株式会社テレビ
小松、多摩ケーブルネットワーク株式会社、ＫＢＮ株式会社、株式会社秋田ケ
ーブルテレビ、伊賀上野ケーブルテレビ株式会社、上越ケーブルビジョン株式会
社、射水ケーブルネットワーク株式会社、株式会社アドバンスコープ、株式会社テ
レビ岸和田、株式会社ケーブルテレビ富山、株式会社ケーブルメディアワイワイ、株
式会社ベイ・コミュニケーションズ、株式会社キャッチネットワーク、株式会社
TOKAI ケーブルネットワーク、株式会社ＫＣＮ京都、株式会社上田ケーブルビ
ジョン又は鹿沼ケーブルテレビ株式会社、株式会社エコーシティー・駒ヶ岳、
CCNet株式会社、ひまわりネットワーク株式会社、シーシーエヌ株式会社、株式
会社長崎ケーブルメディア、出雲ケーブルビジョン株式会社、知多メディアスネットワ
ーク株式会社、株式会社 Goolight、株式会社新川インフォメーションセンター、
株式会社ケーブルテレビ可児、スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社、グリ
ーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社広域高速ネット二九六、エルシーブ
イ株式会社又は知多半島ケーブルネットワーク株式会社、株式会社大垣ケーブ
ルテレビ、となみ衛星通信テレビ株式会社、高岡ケーブルネットワーク株式会社 
 

６～31 (略) (略) 

 
第２章 (略) 
 
第３章 ＩＰ通信網契約 

 
第１節 契約の種別 

 
 （契約の種別） 
第７条 ＩＰ通信網契約には、次の種別があります。 
 (1)～(3) (略) 
２ (略) 
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 ３ 第１項に規定する第３種契約には、次表に定める特定ＣＡＴＶ事業者ごとに種別があります。 

種 別 事 業 者 名  

(略) (略) 

第３－41種契約 K ビジョン株式会社 

 
      第２節～第３節 (略)  

 
第４章～第 15章 （略） 

 
料金表 （略） 

 
 別表１～別表３ （略） 

 
 

附 則（令和５年 11月 17日経企第 2911号） 
  この改正規定は令和５年 12月１日から実施します。 
  
 

３ 第１項に規定する第３種契約には、次表に定める特定ＣＡＴＶ事業者ごとに種別があります。 

種 別 事 業 者 名  

(略) (略) 

 

 
第２節～第３節 (略)  

 
第４章～第 15章 （略） 

 
料金表 （略） 
 
別表１～別表３ （略） 
 
 
 
 
 

 
 
 


